安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務仕様書
１　業務概要
（１）業務名称
　　　安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務（以下「本業務」と
いう。）
（２）業務の目的
　　　　本業務は、本市の初期救急医療体制の根幹である安城市休日夜間急病診療所において電子カルテシステム等を導入し、受診者へのより正確で適切な医療提供につなげ、医療安全管理の質の向上を目指すとともに、システム上で診療記録を管理し、レセプト請求事務等にかかる出務者の負担軽減を図ることを目指す。また、WEB予約等のシステムを同時に導入することで、受診者の待ち時間短縮につなげ、市民サービスを向上させることを目指すものである。
（３）安城市休日夜間急病診療所の概要・基本情報
ア　概要
	診療科目
	診療日
	受付時間
	診療時間
	診療体制

	
	平日（月曜日～金曜日）
	20：00～22：00
	20：30～22：00
	医師　　１名

	内科・小児科
	土曜日
	17：00～21：00
	17：30～21：30
	薬剤師　１名
看護師　１名

	
	日曜日・祝日・
12月30日～1月3日
	8：30～11：30
13：00～16：30
17：30～21：00
	9：00～12：00
13：00～17：00
17：30～21：00
	事務員　１名
＊医師が２名の時、
看護師２名
＊休日は事務員２名

	歯科
	日曜日・祝日・
12月30日～1月3日
	8：30～11：30
13：00～16：30
	9：00～12：00
13：00～17：00
	医師　　　１名
歯科衛生士１名
事務員　　１名


　　
イ　人員体制（令和７年度）
	職種
	人員体制
	総数及び出勤回数

	医師
	安城市医師会所属医師及び安城更生病院、
八千代病院、藤田医科大学病院所属医師による交代制
	８９名程度
出勤頻度は
１～３か月に1回程度

	歯科医師
	安城市歯科医師会所属歯科医師による交代制
	５２名程度
出勤頻度は
年に１～3回程度

	薬剤師
	安城市薬剤師会所属薬剤師、安城更生病院薬剤部による交代制
	６５名程度
出勤頻度は１～２か月に1回程度

	看護師
	市の会計年度任用職員による交代制
	１１名程度

	歯科衛生士
	市の会計年度任用職員による交代制
	７名程度

	事務員
	市の会計年度任用職員による交代制
	１３名程度
（医科：９名・歯科：４名


　　
ウ　診療実績（令和6年度）
	総受診者数（医科）
	７，２４７人

	内訳
	平日　７１１人
休日　６，５３６人

	平均（１日あたり）
	平日　約３人
休日　約５５人

	1日あたりの最大数
	３７９人（休日）



	総受診者数（歯科）
	３３６人

	平均（１日あたり）
	約５人

	1日あたりの最大数
	１８人（休日）



　エ　基本情報
　　・初期救急対応の医療機関であるため、大多数の受診者は初診であり、継続的な治療
を行うことはない。
　　・問診や検査等を実施したうえで診察を行う。
　　・医科において検査は抗原検査、尿検査を実施している。
　　・歯科において検査はレントゲン検査を行うことがある。ただし、フィルム式のため
レントゲン機器と今回導入するシステムの連携は不要。
　　・詳細な検査等が必要な場合や重篤な症状の場合には二次・三次救急医療機関へ紹介、
又は平日に医療機関を受診するように依頼している。
　　・薬剤の処方については、院内処方を実施している。

２　システム導入期限及び業務実施場所
（１）システム導入期限　令和８年９月３０日（水）
（２）業務実施場所　　　本市が指定した場所、及び本市が承諾した場所

３　業務内容
（１）安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等の構築・導入
　　　安城市休日夜間急病診療所に下記のシステムを構築・導入する。構築・導入につ
いてはア～クについて留意すること
	No.
	区分
	名称
	数量

	1
	ソフトウェア
	医科医事一体型電子カルテシステム
	一式

	2
	ソフトウェア
	医科用WEB予約システム
	一式

	3
	ソフトウェア
	医科用WEB問診システム
	一式

	4
	ソフトウェア
	歯科医事一体型電子カルテシステム
	一式

	5
	ソフトウェア
	歯科用WEB予約システム
	一式

	6
	ソフトウェア
	歯科用WEB問診システム
	一式



　ア　厚生労働省が定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠
　　　したシステムを提案・導入すること。
　イ　電子保存の三原則（真正性・見読性・保存性）を担保できるシステムであること。
　ウ　導入する各システムは、医療機能の高度化や医療DXに対応するためのバージョン
　　　アップ、機能追加を実施できる仕組み等を有すること。特に、「電子カルテ情報共
　　　有サービス」及び国際標準規格である「HL7 FHIR」に関しては、現在対応及び実
装済みでない場合であっても、国がその必要性を認めたとき若しくは対応や実装を
義務付けた際は必ず対応すること。
　エ　導入するシステムはクラウド型であること。医事一体型電子カルテシステムについ
ては、オンプレミス型及びハイブリット型は認めないものとする。
　オ　システム機能は、別紙１「機能要件」の機能を可能な限り満たすパッケージシステム
とすること。
なお、パッケージの標準機能で対応できない場合は、運用による代替案を可能な限り
提示すること。
　カ　各種サービスに関しては別紙２「安城市クラウドサービス利用基準」の内容を遵守すること。SLAやNDAの詳細な内容については安城市と協議すること。
　キ　休日夜間急病診療所の職員に対して操作研修を実施すること。操作説明は6回以上
　　　設けること。
　ク　予約システム・問診システムが電子カルテシステムに内包している場合は別途導入する必要はない。
（２）テスト要件
　　　本システムの本格稼働までに以下のテストを段階的に行い、本市の承認を受けるこ
　　　と。
　ア　環境テスト
　イ　システムテスト
　ウ　ユーザー確認テスト
　エ　連携テスト
　オ　負荷テスト
（３）運用及び保守対応
　　　システム構築完了後、下記のシステム運用支援を行うこと。
　ア　運用開始年度のレセプト請求等月次処理の実施については、必要に応じて支援対応
すること
　イ　Ｑ＆Ａ対応については下記の対応を行うこと。対応についてはメール及び電話対応
を基本とする。
　　・各業務のシステムにおける操作方法の問い合わせ
　　・操作手順ミスによるシステムエラーにおける問い合わせ
　　・障害によるシステムエラーにおける問い合わせ
　　・その他の要因によるシステムエラーにおける問い合わせ

４　成果物
（１）システム構築計画書
　ア　業務推進体制（体制及び役割と責任を記述すること）
　イ　システム構築・導入スケジュール
　ウ　個人情報保護・危機管理体制
　エ　全体構成図
　オ　その他業務実施にあたって必要な事項
（２）要件定義書、議事録、課題管理表、リスク管理表、テスト仕様書兼成績書、完了報告書
（３）操作マニュアル
（４）納入品に関する資料一式
なお、本業務により得られた上記のデータ及び成果物は、安城市に許可なく他に使用あるいは公表してはならない。契約期間満了後も同様とする。

５　法令順守
本業務を履行するにあたっては、個人情報保護法をはじめとする関係法令規則を熟　　知したうえで遵守すること。
６　その他
（１）本仕様書に基づく全ての作業において、本市が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。
（２）本市が提供する資料は、原則として貸し出しによるものとし、納入期限までに返却すること。また、当該資料の複写及び第三者への提供は行わないこと。
（３）業務終了後のデータ消去については、別途請求しないこと。
（４）本市職員及び休日夜間急病診療所職員からのシステムに関する各種問い合わせに対応すること。
（５）委託内容に関する不明な事項については、全て本市と協議すること。
（６）本業務に関する標準仕様に準拠したソフトウェアパッケージの情報提供を積極的に行うこと。
